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第１ 千五沢ダム貯水池に係る暫定目標値の見直しについて 

 １ 千五沢ダム貯水池における環境基準の水域類型の指定の経緯 

   (1) 閉鎖性水域である千五沢ダム貯水池の富栄養化が問題となっているが、環境基準の

水域類型指定がなされていなかったこと。 

 

  (2) 湖沼の富栄養化の防止を図るため、水質汚濁防止法施行令等の一部改正が行われ、

昭和60年７月 15日から全国の富栄養化しやすい湖沼を対象として、工場・事業場か

らの排水中の窒素及びりんの排水規制が実施され、本県においては、猪苗代湖等計

55湖沼が「りん」の排水規制対象湖沼に指定され、千五沢ダム貯水池においては

「窒素」の排水規制対象湖沼にも指定されていることから、法的に、富栄養化対策が

整備されたこと。 

    さらに、平成６年８月 30日付けの環境庁通知により、国指定水域以外の未指定水

域のうち利水障害が発生している等水質汚濁の防止を図る必要があると認められる水

域については、新規の指定を速やかに行うよう指導があったこと。 

 

  (3) 福島県の県中地域にある千五沢ダム貯水池の流域は４市町村（須賀川市、石川町、

玉川村、平田村）にわたっており、農業用水としての利用の他、石川町の水道水源と

なっているが、例年夏季に植物プランクトンが増大し、水道水に異臭味障害が発生す

る場合があったこと。 

 

(4) 千五沢ダム貯水池を含む今出川流域は、平成７年３月に生活排水対策重点地域に指

定され、各種生活排水対策が実施されているが、これ以上利水障害が起きないよう、

より一層の生活排水対策の推進と水質の保全を図る必要があること。 

 

   以上のことから、千五沢ダム貯水地の富栄養化を未然に防止するため、平成 13年３月

に COD 等に係る環境基準、全窒素及び全りんに係る環境基準の水域類型指定を行ったが、

将来水質予測の結果から暫定目標（COD 5.0mg/L、全窒素 1.0mg/L、全りん 0.052mg/L）

を設定した。 

   その後、平成 17年度、平成 22年度、平成 27年度及び令和２年度に暫定目標の見直

しを行い、COD については当初の水準の暫定目標を引き続き設定し、直近の令和２年度

の見直しにおいては、全窒素及び全りんの暫定目標値を引き下げたところである。 

     令和２年度に設定した暫定目標（COD 5.0mg/L、全窒素 0.80mg/L、全りん 0.050mg/L）

の目標年度が令和７年度となっていることから、今回新たに将来水質を予測し暫定目標

について検討した。 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

＜現行の指定状況＞ 
水域の 
名  称 

水域類型 達成期間 暫定目標 

千五沢 
ダ ム 
貯水池 

COD等：湖沼A 

COD 3mg/L以下 

ニ（段階的に暫定目標を達成しつ
つ、環境基準の可及的速やかな達
成に努める) 

令和７年度まで 
COD 5.0mg/L 

全窒素及び全りん：湖沼Ⅲ 

全窒素 0.4mg/L以下 
全りん 0.03mg/L以下 

ニ（段階的に暫定目標を達成しつ
つ、環境基準の可及的速やかな達
成に努める） 

令和７年度まで 
全窒素 0.80mg/L 
全りん 0.050mg/L 

類型指定  平成 13年３月 27日設定 

暫定目標値 

平成 13年 ３月 27日設 定 （平成17年度まで） COD 5.0mg/L、全窒素 1.0mg/L、 全りん0.052mg/L 

平成 18年 ３月 24日見直し （平成22年度まで） COD 5.0mg/L、全窒素 1.0mg/L、 全りん0.052mg/L 

   平成 22年 12月 14日見直し （平成27年度まで） COD 5.0mg/L、全窒素 0.96mg/L、全りん 0.052mg/L 

平成 28年 12月 23日見直し （令和２年度まで） COD 5.0mg/L、全窒素 0.95mg/L、全りん 0.052mg/L 

令和 ３年 ３月 ９日見直し （令和７年度まで） COD 5.0mg/L、全窒素 0.80mg/L、全りん 0.050mg/L 

 

 ２ 千五沢ダム貯水池の流域図 
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 ３ 暫定目標（案）についての検討事項 

  (1) 千五沢ダム貯水池の概要 

    千五沢ダム貯水池は、福島県東部の阿武隈山系南端、阿武隈川の東側沿いに細長く

展開する起伏の多い丘陵地帯に位置している（ダム自体は石川町、母畑湖は石川町、

玉川村及び平田村に位置）。 

    この地区の低位部は水田として利用されてきたが、慢性的に用水が不足し、また、

そのほとんどは区画が狭小不整形で、高位部は山林原野のまま放置されてきた。 

    そのため、国営総合農地開発事業により、これら未利用の山林原野で農地造成を実

施するとともに、隣接介在する狭小不整形の農地の区画整理を行い、併せて農業用水

源として千五沢ダム貯水池が築造された。 

    その後、千五沢ダム貯水池は石川町の水道水源としても利用される（もともと北須

川から取水していたため）こととなった。 

    平成 21年度に「千五沢ダム再開発事業」が採択され、農業用水専用であった千五

沢ダムに洪水調節機能追加するため改築等の工事が進められた。令和６年３月には事

業が完了し、令和６年度からは、治水機能を含めた多目的ダムとして河川管理者が管

理することとなり、下流の河川改修と合わせて、当該地方における洪水被害の軽減と

ともに、下流既得用水の安定供給と河川維持流量の確保が図れることとなった。 

 

  (2) 千五沢ダム貯水池の諸元 

種 類  ダム湖（中央コア型アースダム） 

竣 工 年 月 日  昭和 50年度竣工、昭和 56年度ダム取水一部開始 

湖 面 積  0.88 km2 流 域 面 積  111.0 km2 

総 貯 水 量  13,000,000 m3 有 効 貯 水 量  10,800,000 m3 

年 間 流 入 量  52,757,000*1 m3 流 域 人 口 5,412 人(令和６年度末) 

利 水 状 況  農業用水(水道水）、洪水調整、流水維持 

平均最大水深 21.98 m*1 

年 間 回 転 数  3.54*1 回/年（滞留時間 112*1 日間/回） 

T - N  0.73*2 mg/L T - P  0.041*2 mg/L 

T - N / T - P  17.8*2   

   （注） *1 令和２年～令和６年における平均値 

       *2 令和２年～令和６年における表層の平均値 

        *3 （ ）内は利用最大水深及び平均水深を示す。 
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  (3) 千五沢ダム貯水池流域における主な河川の諸元 

河川名 
幹線流路 

延長(km) 

流域面積 

(km2) 

平均流量 

(m3/s) 
河川種別 備考 

北

須

川

流

域 

千五沢

ダム 

貯水池

流域 

東川 5.1   14.0 0.244 準用河川  

青井沢川 2.2    5.2 0.058 普通河川  

乙空釜川 3.0   13.2 0.217 準用河川  

北須川 17.8   47.7 0.701 一級河川 ダム流入前 

平田川 11.0   30.9 0.346 一級河川  

   （注） 母畑湖直接流入分の流域面積については、北須川（ダム流入前）に含む。 

       流量については令和２年度～令和６年度の平均流量である。 

 

(4) 千五沢ダム貯水池流域の概要 

    千五沢ダム貯水池流域（千五沢ダム貯水池に流入する主な流入河川等は、母畑湖直

接流入、東川、青井沢川、乙空釜川、北須川、平田川がある。）には１市１町２村の

合計４市町村があり、流域面積は約 111km2となり、流域人口は約 5,400 人（令和７

年３月 31日現在）となる。なかでも、流域面積の多くを占めるのは平田村である。  

以下に、千五沢ダム貯水池流域における各市町村の概況を示す。 

   ア 須賀川市 

     福島県の中央部よりやや南部に位置し、西に那須連峰、東に阿武隈高地の山並み

を望み、市内中心部を阿武隈川と釈迦堂川などが流れている人口約 72,800 人（令

和７年３月 31日現在）の都市である。 

     市は県内唯一の空港である「福島空港」を有し、東北縦貫自動車道、国道４号、

東北本線、東北新幹線、水郡線が通り、首都圏や仙台圏へのアクセスが容易で、高

速交通体系に恵まれたまちである。 

     なお、千五沢ダム貯水池流域に該当する地域は、市東部の県道飯野・三春・石川

線沿線の一部地域のみ（東川）である。 

   イ 石川町 

     福島県の南部、阿武隈高地の西側に位置し、阿武隈川流域の平坦地と阿武隈高地

に連なる山間地から形成される町で、そのほぼ中央に北須川、今出川、杜川が流れ

る人口約13,500 人（令和７年３月 31日現在）の町である。 

     町には総合運動公園「クリスタルパーク石川」や母畑湖にあるスポーツレジャー

施設「母畑レークサイドセンター」等がある。 

     なお、千五沢ダム貯水池流域に該当する地域は、町北部の千五沢ダム貯水池（母

畑湖）周辺地域及び町東部の平田村との境界近くにある一部地域（平田川）である。 

   ウ 玉川村 

    福島県中通り地域の南部に位置し、東部は阿武隈山系の西斜面の起伏の多い山間

地帯、西部は阿武隈川沿いに展開した比較的平坦な地域で、人口約 5,800 人（令和

７年３月 31日現在）の村である。 
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    村内には、空の玄関口として福島空港や東北自動車道路矢吹インターチェンジか

らあぶくま高原自動車道路が分岐し、玉川 IC及び福島空港 ICが設置され、交通利

便性に優れている。 

    なお、千五沢ダム貯水池流域に該当する地域は、村東部の県道飯野・三春・石川

線沿線の地域（東川）及び母畑湖周辺（青井沢川）である。 

エ 平田村 

福島県の南東部に位置する阿武隈高地の山間部（約７割が山林原野）にある村 

であり、村中心を北須川が流れ、南部に平田川が流れる人口約 5,200 人（令和７年

３月 31日現在）の村である。 

     村北部には村のシンボルである蓬田岳山麓の豊かな自然を活かした施設である

「ジュピアランドひらた」があり、中央部に「平田工業団地」、南部に「小舘工業

団地」がある。 

     なお、千五沢ダム貯水池流域に該当する地域は、ほぼ村全域（青井沢川、乙空釜

川、北須川、平田川）であり、流域最大面積となっている。 

 

  (5) 水域の将来の状況  

    ア 開発計画  

    (ｱ) 都市計画 

      千五沢ダム貯水池流域は山林及び農用地が広がっており、現在、千五沢ダム貯

水池流域に大きな影響を及ぼす計画はない。 

       (ｲ) 産業立地計画（畜産施設、観光・レジャー施設等含む） 

       流域における主な観光施設として母畑レークサイドセンター（石川町）やたま

かわ観光交流施設「森の駅 yodge」（玉川村）などがあるが、現在、将来において

千五沢ダム貯水池流域に大きな影響を及ぼす計画はない。 

       (ｳ) 工場立地計画 

      千五沢ダム貯水池流域内の工業団地としては、現在、平田村の平田工業団地、

水尾工業団地、小舘工業団地、大柏木工業団地及び煙石工業団地があるが、新た

な工業団地の設置計画はない。 

       (ｴ) 廃棄物の最終処分場計画 

      現時点で千五沢ダム貯水池流域には廃棄物最終処分場（産業廃棄物及び一般廃

棄物）はなく、また、新たな設置計画はない。 

 

     以上のことから、今回の環境基準の暫定目標見直しに際しては、千五沢ダム貯水

池流域に重大な影響を及ぼすと考えられる将来の開発計画はないものとして取り扱

った。 

 

   イ 下水道整備計画、共同処理施設設置計画 

     現時点で、須賀川市や石川町をはじめ、各流域市町村で合併処理浄化槽設置整備

の推進を図っているところであるが、千五沢ダム貯水池流域となる地域において

は、令和12年度までに公共下水道及びコミュニティプラントが整備される計画は
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なく、それ以降も整備される予定は立っていない。 

     また、汲み取りし尿及び浄化槽汚泥の処理施設であるし尿処理施設は、千五沢ダ

ム貯水池流域外に設置されている。 

     なお、農業集落排水処理施設等の共同処理施設については、平田村において上蓬

田地区、北方地区、永田地区では整備済みである。各施設の詳細は次のとおり。 

(ｱ) 平田村農業集落排水処理施設の諸元（上蓬田地区） 

 概要 

実施区域 上蓬田地区 

処理施設位置 上蓬田地区 

処理方式 回分式活性汚泥方式 

処理能力［m3/日］ 904 

処理区域面積［ha］ 114 

計画処理人口［人］ 2,740 

最終事業費 (計画時) 2,632 百万円（2,895 百万円） 

       

 (ｲ) 平田村農業集落排水処理施設の諸元（北方地区） 

 概要 

実施区域 北方地区 

処理施設位置 北方地区 

処理方式 連続流入間欠ばっ気方式 

処理能力［m3/日］ 304 

処理区域面積［ha］ 68 

計画処理人口［人］ 920 

最終事業費 (計画時) 1,170 百万円（1,499 百万円） 

      

  (ｳ) 平田村農業集落排水処理施設の諸元（永田地区） 

 概要 

実施区域 永田地区 

処理施設位置 永田地区 

処理方式 連続流入間欠ばっ気方式 

処理能力［m3/日］ 195 

処理区域面積［ha］ 34.8 

計画処理人口［人］ 850 

事業費（計画時） 684 百万円（746 百万円） 

    

ウ 流域変更計画、取水計画等 

     流域変更計画について、千五沢ダム貯水池流域の一部を今出ダム（石川町）に移

行する計画があったが、近年の人口減少や急激な社会経済情勢の変化により今出ダ

ムの建設を取りやめることとなった。 
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     また、取水計画についても、今後、現在と大きく変更することはないことから、

千五沢ダム貯水池流域においては、流域変更計画、取水計画等の当該水域に重大な

影響を及ぼすと考えられる将来計画はない。 

 

  (6) 水域の利用目的 

   ア 利用目的 

    (ｱ) COD 等に係る水域類型 

水域の名称 千五沢ダム貯水池 水域類型 A 
潅水量(湖沼) 

(有効貯水量) 
10,800 千 m3 

当該水域の利用目的 

利用目的 現状 将来 利用目的 現状 将来 

(a) 自然環境保全(湖沼 AA) × × (h) 工業用水１級(湖沼 B) × × 

(b) 水道１級(湖沼 AA） × × (i) 水産３級(湖沼 B) 〇 〇 

(c) 水産１級(湖沼 AA) × × (j) 工業用水２級(湖沼 C) × × 

(d) 水道２級(湖沼 A) × × (k) 環境保全(湖沼 C) 〇 〇 

(e) 水浴(湖沼 A) × × (l) 農業用水(湖沼 B) 〇 〇 

(f) 水産２級(湖沼 A) × × (m) その他の利用目的 × × 

(g) 水道３級(湖沼 A) 〇 〇    

（注） １ 「現状」とは令和６年度を示し、「将来」とは令和 12年度を示す。 

        ２ 利用目的は当該水域の水を直接利用しているものに限る。 

        ３ 各欄の「〇」は該当あることを示し、「×」は該当ないことを示す。 

        ４ 利用目的の具体例は以下のとおり。           

自然環境保全： 自然探勝等の環境保全 

水 道 １ 級 ： ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水 道 ２ 級 ： 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水 道 ３ 級 ： 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊な

もの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作

を行うものをいう。） 

水 産 １ 級 ： ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産

２級及び水産３級の水産生物用 

水 産 ２ 級 ： サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用

並びに水産３級の水産生物用 

水 産 ３ 級 ： コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 

工業用水１級： 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水２級： 薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊の浄水

操作を行うもの 

環 境 保 全 ： 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快

感を生じない限度 
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       (ｲ) 全窒素及び全りんに係る水域類型 

水域の名称 千五沢ダム貯水池 水域類型 Ⅲ 
潅水量(湖沼) 

(有効貯水量) 
10,800 千 m3 

当該水域の利用目的 

利用目的 現状 将来 利用目的 現状 将来 

(a) 自然環境保全(湖沼Ⅰ)  × × (h) 水産２種(湖沼Ⅳ) 〇 〇 
(b) 水道１級(湖沼Ⅱ） × × (i) 水産３種(湖沼Ⅴ) 〇 〇 
(c) 水道２級(湖沼Ⅱ） × × (j) 工業用水(湖沼Ⅴ) × × 
(d) 水道３級(特殊なもの

を除く)(湖沼Ⅱ) 
× × (k) 環境保全(湖沼Ⅴ) 〇 〇 

(e) 水産１種(湖沼Ⅱ) × × (l) 農業用水(湖沼Ⅴ) 〇 〇 
(f) 水浴(湖沼Ⅱ) × × (m) その他の利用目的 × × 
(g) 水道３級(特殊なもの

を除く) (湖沼Ⅲ) 
〇 〇 

 
  

（注） １ 「現状」とは令和６年度を示し、「将来」とは令和 12年度を示す。 

        ２ 利用目的は当該水域の水を直接利用しているものに限る。 

        ３ 各欄の「〇」は該当あることを示し、「×」は該当ないことを示す。 

        ４ 利用目的の具体例は以下のとおり。           
自然環境保全： 自然探勝等の環境保全 

水 道 １ 級 ： ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水 道 ２ 級 ： 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水 道 ３ 級 ： 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊な

もの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作

を行うものをいう。） 

水 産 １ 種 ： サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及

び水産３種の水産生物用 

水 産 ２ 種 ： ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用 

水 産 ３ 種 ： コイ、フナ等の水産生物用 

環 境 保 全 ： 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快

感を生じない限度 

 

   イ 利用状況 

    (ｱ) 取水（令和６年度） 

単位：［m3/年］ 

水域の名称 上水用水 工業用水 農業用水 発電用水 その他 計 

千五沢ダム

貯水池 
4,446,000 ― 12,394,000 ― ― 16,840,000 

     (注) なお、千五沢ダム貯水池の農業用水の水利権は 23,560,000 m3/年である。 
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    (ｲ) 水産（令和６年度） 

水域の名称 漁業権件数 漁獲量(t/年) 備考（主な魚種） 

千五沢ダム貯水池 

１ ― 下記(注)のとおり 

東川 

青井沢川 

乙空釜川 

北須川(千五沢ダム貯水池流入前) 

平田川 

  (注) 免許番号及び漁業権の種類 

      内共第１１号（阿武隈川）、共同漁業権 

     漁業の種類、名称及び時期 

      第５種共同漁業 こ  い漁業（１月１日～12月 31日） 

         〃    ふ  な漁業（    〃     ） 

         〃    う ぐ い漁業（    〃     ） 

         〃    う な ぎ漁業（    〃     ） 

         〃    わかさぎ漁業（    〃     ） 

         〃    い わ な漁業（４月１日～９月 30日） 

         〃    や ま め漁業（    〃     ） 

         〃    あ  ゆ漁業（６月１日～12月 31日） 

     漁業の位置及び漁場の区域 

      福島及び宮城県境から上流の阿武隈川本流及び支流の区域（竜生貯水池、西郷

貯水池、南湖、白坂ため池、山舟生川、大笹生ダム堰堤から上流の八反田川、松

川、鍛冶屋川と須川との合流点から上流の須川、白津川、堀越川、多田野川及び

黄金川を除く。） 

 

      なお、石川方部における魚の放流実績について、平成 23年以降、東京電力㈱

福島第一原子力発電所事故の影響により実施していない。 

 

  (7) 現状水質 

    平成13年度から令和６年度までの千五沢ダム貯水池における水質測定結果を図 1-

1～1-3 に示す。 

    令和２年度～令和６年度の COD（全層、75%値）については、5.5～7.4 mg/L の範囲

にあり、いずれの年度においても、Ａ類型の環境基準値（3 mg/L）を大きく超過して

いる。現在の暫定目標である 5.0 mg/L に対しても超過している。 

    令和２年度～令和６年度の全窒素（表層、年間平均値）については、0.68～0.79 

mg/L の範囲にあり、Ⅲ類型の環境基準値（0.4 mg/L）を大きく超過している。現在

の暫定目標である 0.80 mg/L に対しては、全ての年度で下回った。 

    令和２年度～令和６年度の全りん（表層、年間平均値）については、0.030～0.050 

mg/L の範囲にあり、Ⅲ類型の環境基準値（0.03 mg/L）は令和６年度のみ達成してお

り、現在の暫定目標である 0.050 mg/L に対しては、全ての年度で下回った。 

    窒素及び全りんについては平成 24、25年頃をピークに右肩下がりの傾向が見られ

るが、これは流域における畜産系の負荷量の低下によるものと推察される。 
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図 1-1 千五沢ダム貯水池における COD の経年変化（全層・75%値） 

（COD：環境基準Ａ類型 3 mg/L） 

 

 

図 1-2 千五沢ダム貯水池における全窒素の経年変化（表層・年間平均値） 

(全窒素：環境基準Ⅲ類型 0.4 mg/L) 

 

 

図 1-3 千五沢ダム貯水池における全りんの経年変化（表層・年間平均値） 

(全りん：環境基準Ⅲ類型 0.03 mg/L) 
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  (8) 排出汚濁負荷量の算出 

   ア 計算の対象範囲 

     汚濁負荷量、将来水質等の計算の対象範囲は、千五沢ダム貯水池流域（千五沢ダ

ム貯水池及びその集水域並びに千五沢ダム貯水池への影響が考えられる流入５河川

流域（東川、青井沢川、乙空釜川、北須川、平田川）とした。 

 

   イ 汚濁源の分類（基本フレーム） 

     排出汚濁負荷量の算出に当たり、汚濁源を以下のように分類した。 

     現況及び将来については、令和６年度末の実績及び将来開発計画等（須賀川市、

石川町、玉川村、平田村からの回答等）を基に設定した。 

     汚濁負荷量は、現状年度を令和６年度とし、将来の水質を予測するに当たり、そ

の予測時点を令和 12年度及び令和 17年度とした。 

 

 

  

① 生活系

② 産業系

③ 畜産系

④ 土地系

⑤ 観光系

下水道終末処理施設

し尿処理施設（産業系として算出）

農業集落排水処理施設（浄化槽と分けて算出）

合併処理浄化槽（501人槽以上）

合併処理浄化槽（501人槽以下）

単独処理浄化槽（501人槽以上(浄化槽排水 + 生活雑排水)）

単独処理浄化槽（501人槽以下(浄化槽排水 + 生活雑排水)）

汲み取り

自家処理

水質汚濁防止法に基づく特定事業場
（畜産農業施設は畜産系として算出し、農業集落排水処理施設は
生活系として算出）

牛

豚

日帰り観光客

宿泊観光客
（旅館は水質汚濁防止法に基づく特定事業場となるため、産業系の
算出方法で算出）

農業系 水 田

畑 地

その他 山 林

原 野

市街地

その他
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基本フレーム（端数処理の関係で合計値が一致しない場合がある） 

 汚濁源 単位 令和６年度 令和12年度 令和17年度 

千
五
沢
ダ
ム
貯
水
池
流
域 

① 

生 

活 

系 

下水道終末処理施設 人 0 0 0 

農業集落排水処理施設 人 1,442 1,214 1,136 

し 尿 

浄化槽 

500 人槽以下(合併) 人 2,021 2,253 2,413 

   〃    (単独) 人 1,389 1,172 993 

500 人槽以上(合併) 人 0 0 0 

     〃     (単独) 人 0 0 0 

汲み取り 人 560 395 287 

自家処理 人 0 0 0 

計  5,412 5,034 4,829 

②

産

業

系 

特定事業場 m3/日 179.5 166.9 154.3 

その他 m3/日 0 0 0 

計  179.5 166.9 154.3 

③

畜

産

系 

牛 頭 1,286 1,142 978 

豚 頭 150 150 150 

計  3,682 3,655 3,614 

④ 
 

そ 

の 

他 

農

業

系 

水田 km2 10.8 10.7 10.7 

畑地 km2 10.8 10.7 10.7 

小計  21.6 21.5 21.4 

そ

の

他 

山 林 km2 72.8 72.9 73.0 

原 野 km2 4.2 4.2 4.2 

市街地 km2 4.4 4.3 4.3 

その他 km2 8.0 8.0 8.0 

小計  89.4 89.5 89.6 

計  111.0 111.0 111.0 

⑤
観
光
系 

日帰り観光客 人 188,070 234,000 255,500 

宿泊観光客 人 1,833 2,000 2,200 

計  189,903 236,000 257,700 

※ 市町村に照会し、結果をとりまとめたもの 
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   ウ 排出汚濁負荷量 

    (ｱ) COD（端数処理の関係で合計値が一致しない場合がある） 

単位：［kg/日］ 

 
汚濁源 

現状の排出負荷量 

（令和６年度） 

将来排出負荷量 

（令和 12 年度） 

将来排出負荷量 

（令和 17 度） 

千
五
沢
ダ
ム
貯
水
池
流
域 

① 

生 

活 

系 

下水道終末処理施設 0 0 0 

農業集落排水処理施設 7.21 6.07 5.68 

し 尿 

浄化槽 

500 人槽以下(合併) 11.32 12.62 13.51 

   〃    (単独) 31.53 26.60 22.54 

500 人槽以上(合併) 0 0 0 

     〃     (単独) 0 0 0 

汲み取り 10.08 7.11 5.17 

自家処理 0 0 0 

小計 60.14 52.40 46.90 

②

産

業

系 

特定事業場 0.89 0.83 0.76 

その他 0 0 0 

小計 0.89 0.83 0.76 

③

畜

産

系 

牛 14.53 12.90 11.05 

豚 0.71 0.71 0.71 

小計 15.24 13.61 11.76 

④ 
 

そ 

の 

他 
農

業

系 

水田 328.71 326.22 326.01 

畑地 146.96 145.48 145.04 

小計 475.67 471.70 471.05 

そ

の

他 

山 林 725.81 727.16 727.67 

原 野 41.60 42.35 42.21 

市街地 128.01 127.46 127.46 

その他 92.89 92.89 92.91 

小計 988.32 989.85 990.25 

④小計 1463.99 1461.55 1461.30 

⑤

観

光

系 

日帰り観光客 5.05 6.28 6.86 

宿泊観光客 0.04 0.04 0.05 

小計 5.09 6.32 6.91 

合計 1545.34 1534.71 1527.62 
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    (ｲ) 全窒素（端数処理の関係で合計値が一致しない場合がある） 

単位：［kg/日］ 

 
汚濁源 

現状の排出負荷量 

（令和６年度） 

将来排出負荷量 

（令和 12 年度） 

将来排出負荷量 

（令和 17 年度） 

千
五
沢
ダ
ム
貯
水
池
流
域 

① 

生 

活 

系 

下水道終末処理施設 0 0 0 

農業集落排水処理施設 8.80 7.41 6.93 

し 尿 

浄化槽 

500 人槽以下(合併) 15.24 16.99 18.19 

   〃    (単独) 15.93 13.44 11.39 

500 人槽以上(合併) 0 0 0 

     〃     (単独) 0 0 0 

汲み取り 2.24 1.58 1.15 

自家処理 0 0 0 

小計 42.21 39.42 37.66 

②

産

業

系 

特定事業場 0.57 0.53 0.48 

その他 0 0 0 

小計 0.57 0.53 0.48 

③

畜

産

系 

牛 14.40 12.79 10.95 

豚 0.13 0.13 0.13 

小計 14.54 12.92 11.09 

④ 
 

そ 

の 

他 
農

業

系 

水田 39.67 39.37 39.34 

畑地 298.15 295.14 294.26 

小計 337.82 334.51 333.60 

そ

の

他 

山 林 97.55 97.73 97.80 

原 野 5.59 5.69 5.67 

市街地 19.39 19.30 19.30 

その他 24.85 24.84 24.85 

小計 147.37 147.57 147.63 

計 485.19 482.08 481.23 

⑤

観

光

系 

日帰り観光客 1.70 2.12 2.31 

宿泊観光客 0.04 0.04 0.05 

小計 1.74 2.16 2.36 

合計 544.24 537.11 532.82 
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       (ｳ) 全りん（端数処理の関係で合計値が一致しない場合がある） 

単位：［kg/日］ 

 
汚濁源 

現状の排出負荷量 

（令和６年度） 

将来排出負荷量 

（令和 12 年度） 

将来排出負荷量 

（令和 17 年度） 

千
五
沢
ダ
ム
貯
水
池
流
域 

① 

生 

活 

系 

下水道終末処理施設 0 0 0 

農業集落排水処理施設 0.91 0.76 0.72 

し 尿 

浄化槽 

500 人槽以下(合併) 2.83 3.15 3.38 

   〃    (単独) 1.57 1.32 1.12 

500 人槽以上(合併) 0 0 0 

     〃     (単独) 0 0 0 

汲み取り 0.28 0.20 0.14 

自家処理 0 0 0 

小計 5.59 5.44 5.36 

②

産

業

系 

特定事業場 0.30 0.29 0.28 

その他 0 0 0 

小計 0.30 0.29 0.28 

③

畜

産

系 

牛 1.13 1.00 0.86 

豚 0.16 0.16 0.16 

小計 1.30 1.17 1.02 

④ 
 

そ 

の 

他 
農

業

系 

水田 12.26 12.16 12.16 

畑地 3.80 3.77 3.75 

小計 16.06 15.93 15.91 

そ

の

他 

山 林 5.98 6.00 6.00 

原 野 0.34 0.35 0.35 

市街地 2.27 2.26 2.26 

その他 1.20 1.20 1.20 

小計 9.80 9.81 9.81 

計 25.87 25.74 25.73 

⑤

観

光

系 

日帰り観光客 0.21 0.26 0.28 

宿泊観光客 0.00 0.00 0.00 

小計 0.21 0.26 0.28 

合計 33.26 32.90 32.67 



- 16 - 

 

 

 (9) 将来水質の予測 

水質予測手法については、「モデル湖沼水質保全計画策定調査－湖沼水質保全計画

策定マニュアル－」（昭和 60年３月 環境庁）（以下、「策定マニュアル」という。）

にも示されているが、大きく分けて栄養塩負荷モデルと生態系モデルがある。 

千五沢ダム貯水池については、この２つのモデルの内、単純な代数方程式モデル

で、水質を比較的簡易に予測できる栄養塩負荷モデルを用いることとした。 

また、現状を令和６年度とし、将来を令和 12年度及び令和 17年度と設定した。 

 

   ア 将来水質の予測結果 

     令和 12年度及び令和 17年度において負荷量の推定を行い、水質予測を行った結

果は表1-1～1-3 のとおりである。 

     COD に係る将来水質の 75%値の予測値は、現況水質の実測値の年間平均値と 75%

値から回帰計算を行い、将来水質の年間平均値予測値にその係数を乗じることによ

り求めた。 

 

表 1-1 将来（令和 12年、令和 17年度）の水質予測値（COD）  単位：［mg/L］ 

水域名 
環 境 基 準 

地 点 名 

現況水質の実測 75 

%値(過去 5 年平均) 

将来水質の 75%値の

予測値(令和 12 年度) 

将来水質の 75%値の

予測値(令和 17 年度) 

千五沢ダム 

貯 水 池 

千 五 沢 

ダムサイト 
6.3 5.5 5.5 

 

表 1-2 将来（令和 12 年、令和 17 年度）の水質予測値（全窒素及び全りん）単位：［mg/L］ 

水域名 
環境基準 

地点名 
項 目 

現況水質の実測

値の年間平均値 

(過去 5 年平均) 

将来水質の年間 

平均値予測値 

(令和 12 年度) 

将来水質の年間 

平均値予測値 

(令和 17 年度) 

千五沢ダム 

貯 水 池 

千 五 沢 

ダムサイト 

全窒素       0.73 0.73 0.72 

全りん       0.041 0.041 0.041 

 

   イ 暫定目標について 

     千五沢ダム貯水池の水質は、現状において COD 等は環境基準の湖沼 C類型相当で

あり、全窒素湖沼Ⅳ～Ⅴ類型相当、全りんはⅢ～Ⅳ類型相当である。今後、生活排

水対策等の各種水質汚濁削減対策を実施しても、湖沼 A類型及び湖沼Ⅲ類型の環境

基準を速やかに達成することは難しい見込みであるため、達成期間については、「段

階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める」とするこ

とが適当である。 

     暫定目標について、COD は、過去5年間のうち将来水質予測値(5.5mg/L)と同値と

なる水質測定結果があるものの、現行の暫定目標値(5.0mg/L)を下回る数値がなかっ

たため、実現可能と考えられる最も低い値として現行の暫定目標(5.0mg/L)を据え置

くことが適当である。 
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全窒素は、将来水質予測値(0.73mg/L)を下回る水質測定結果があることから、よ

り良好な水質の実現が見込まれると判断し、将来水質予測結果の変動範囲の下限値

(0.68mg/L)を暫定目標に設定することが適当である。 

全りんは、将来水質予測値（0.041mg/L）を下回る水質測定結果があることから、

より良好な水質の実現が見込まれると判断し、将来水質予測結果の変動範囲の下限

値(0.034mg/L)を暫定目標に設定することが適当である。 

 

表 1-3 令和 12年度の水質予測値と変動範囲     単位：［mg/L］ 

水域名 項 目 
暫定目標 

(案) 

将来水質の年 

間平均予測値 

(令和12年度) 

変動範囲 

【参考】 

過去 5 年間の年間平

均値(最小値～最大値) 

千五沢ダム 

貯水池 

C O D 5.0 5.5 4.7～6.3 6.3  (5.5～7.4) 

全窒素 0.68 0.73 0.68～0.80 0.73 (0.68～0.79) 

全りん 0.034 0.041 0.034～0.048 0.041(0.030～0.050) 

※ 変動範囲は、千五沢ダム貯水池の年平均水質（令和２～令和６年度）から標準偏差を求め、その数値

を将来水質に加算、減算して求めた。 

 

 

 ４ 目標達成のための施策の方向性 

  (1) 畜産農業経営者に対する指導 

「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」（平成 11年７月 28

日法律第 112 号）の対象となる畜産農家に対し、家畜排せつ物の適正な管理指導する

とともに、たい肥の生産・供給体制の整備、良質たい肥の生産拡大等、畜産農家から

生産される家畜排せつ物由来のたい肥利用促進を図る。なお、小規模農家に対しても

家畜排せつ物の適正な管理についての普及啓発を図る。 

取組状況 

・ “家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律”の管理基準に則

した家畜排せつ物の適正な管理に向けた指導・支援を実施した。 

【令和６年度実績（全県）：小規模農場を除く飼育農場に対し、原則、１回以上立

入を実施】 

・ 水質汚濁防止法及び福島県生活環境の保全等に関する条例に基づき、畜産施設

の排水調査を行い、排水処理施設等の適正管理を指導した。 

 【令和２～６年度実績（県中地方）：畜産施設の延べ５事業所で排水調査を実施】 

  (2) 耕種農家に対する指導 

 「福島県みどりの食料システム基本計画」（令和5年 3月 31日策定）に基づき、化

学肥料・化学農薬の使用を低減する取組と併せて、ふくしま県 GAP認証制度やみどり

認定など、環境と共生する農業に関する取組を推進する。 

 取組状況 

・ 市町村、関係機関等と連携し、説明会の開催や広報誌の発行など、農業者へ

の周知と取組誘導を図った。 



- 18 - 

 

・ 各種認定制度の周知や「みんなでチャレンジ！環境保全型農業大会」を開催

し、環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物の流通及び消費の促進

を図った。 

    【令和６年度実績（全県）：令和７年３月時点で、ふくしま県ＧＡＰ811 経営体

を認証、みどり認定 214 件を認定】 

 

 (3) 生活排水処理施設の整備促進 

千五沢ダム貯水池流域は生活排水対策重点地域に指定されており、各関係市町村で

生活排水対策推進計画を策定していることから、これに基づき農業集落排水処理施設

等の整備を一層促進するほか、地域の実情に応じて合併処理浄化槽等の整備を促進す

る。 

取組状況 

・ 市町村が行う浄化槽設置整備事業及び公共浄化槽等整備推進事業により、合

併処理浄化槽の整備を促進した。 

 【令和６年度実績：合併浄化槽整備基数･･･須賀川市 50 基、石川町 36 基、玉川

村 12 基、平田村 11 基】 

・ 平田村における農業集落排水施設の整備は完了している。現在は接続率の向

上に向け、未接続世帯に対するアンケート調査等により、接続に向けた取組を

進めている。 

 【令和６年度実績（須賀川市、石川町、玉川村、平田村）：令和７年３月末時点

での汚水処理人口普及率 77.2％（4 市町村の平均）】 

  (4) 住民に対する水質保全の普及・啓発 

水質保全に関する住民の関心を高め、生活排水対策を中心とした富栄養化対策の推

進への協力を促すための普及・啓発を推進する。 

取組状況 

・ 水質保全に関する住民の関心を高め、県民の水質保全に対する意識の高揚を

図ることを目的に、「せせらぎスクール」を実施するとともに、“ふくしまの水

に関する情報”や“浄化槽について”を県 HPに掲載するなどの普及啓発を行

っている。 

 【令和６年度実績（千五沢ダム流域）：せせらぎスクール参加１団体】 

 (5) 法・条例による工場及び事業場排水等の規制 

   水質汚濁防止法及び福島県生活環境の保全等に関する条例に基づき、工場・事業場

の立入検査を実施し、排水基準の遵守の徹底を図る。 

取組状況 

・ 水質汚濁発生源監視の一環として、千五沢ダム貯水池流域の特定事業場への

立入検査・指導を実施した（特定施設等の設置・使用状況、排水処理施設の稼

働状況、排出基準の遵守など）。 

 【令和２～６年度実績（千五沢ダム流域）：６事業場に対し立入調査を実施】 
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  (6) 工場排水等の排出汚濁負荷量の削減の指導 

工場・事業場に対し、排出汚濁負荷量の削減を図るため、排水処理方法の改善、工

程内対策の推進、原材料の転換等を指導する。 

取組状況 

・ 水質汚濁発生源監視の一環として、千五沢ダム貯水池流域の工場・事業場へ

の立入検査・指導を実施した（施設等の設置・使用状況、排水処理施設の稼働

状況など）。 

 【令和２～６年度実績（千五沢ダム流域）：６事業場に対し立入調査を実施】 

 (7) 効果的な水質改善対策検討に向けた情報収集（事例収集、専門家へのヒアリング）等 

   取組状況 

・ 県内の他湖沼（東山ダム、三春ダム）や先進県の対策事例（滋賀県琵琶湖、長

野県諏訪湖、茨城県霞ヶ浦）における対策について情報収集を行った。 
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第２ 参考（将来水質予測について） 

 

 １ 全りんについて 

栄養塩負荷モデルにも複数のモデルがあるが、多くの湖沼の水質予測に使用されてい

る“Vollenwenweider モデル”を用いた。 

“Vollenwenweider モデル”は、湖沼におけるりんの収支式によって湖沼水中のりん濃

度をりんの負荷量などによって表し、求めたりん濃度と富栄養化の水準とを実際の観測

結果によって関連付けるというものであり、以下の特色がある。 

・ 年単位の長期予測に適する。 

・ 多くの実湖沼のデータに基づいているため、予測値が従来の経験を超えるよう

な異常値になることはない。 

・ 単純な代数方程式モデルであり、使いやすい。 

・ クロロフィル a、透明度、深水槽の溶存酸素減少速度など他の富栄養指標も簡

単に推定できる。 

 

Vollenweider モデル式（OECD 修正式）      

 

 ・・・ 式(1) 

         

P ：湖沼水年間平均全りん濃度[mg/l] 

(P)j ：流入河川(j)水の年間平均全りん濃度[mg/l] 

τw ：湖沼水滞留時間[年] 

ap ：定数[－] 

bp ：定数[－]（ここでは、0.82 とした。(策定マニュアルによる)） 

    定数 apについては、令和２年度～令和６年度の水質測定結果より算出した。 

 

  (1) 定数 apの算出 

定数 ap の算出にあたり、令和２年度～令和６年度の排出汚濁負荷量と水質調査結果

を表2-1 に示す。 

 

表 2-1 令和２年度～令和６年度の排出汚濁負荷量と水質調査結果（全りん）   

 令和２年度 

直接流入 東川 青井沢川 乙空釜川 北須川 平田川 

排出汚濁負荷量[kg/日] 0.14 3.46 0.72 3.47 15.49 9.97 

流出率[-] 1 1 1 1 1 1 

流入汚濁負荷量[kg/日] 0.14 3.46 0.72 3.47 15.49 9.97 

年間平均全りん濃度[mg/L] - 0.038 0.014 0.023 0.063 0.044 

年間平均流入水量[m3/s] 0.02 0.29 0.09 0.28 0.85 0.44 

流達汚濁負荷量[kg/日] 0.14 1.06 0.11 0.67 4.92 1.78 

流達率[-] 1 0.31 0.16 0.19 0.32 0.18 

 

 

 

P = ap 
 1 + τw

(P )j

 bp
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 令和３年度 

直接流入 東川 青井沢川 乙空釜川 北須川 平田川 

排出汚濁負荷量[kg/日] 0.14 3.46 0.72 3.47 15.49 9.97 

流出率[-] 1 1 1 1 1 1 

流入汚濁負荷量[kg/日] 0.14 3.46 0.72 3.47 15.49 9.97 

年間平均全りん濃度[mg/L] - 0.026 0.012 0.022 0.091 0.045 

年間平均流入水量[m3/s] 0.03 0.19 0.05 0.21 0.62 0.40 

流達汚濁負荷量[kg/日] 0.14 0.46 0.05 0.40 4.78 1.65 

流達率[-] 1 0.13 0.07 0.11 0.31 0.17 

 

 令和４年度 

直接流入 東川 青井沢川 乙空釜川 北須川 平田川 

排出汚濁負荷量[kg/日] 0.14 3.46 0.72 3.47 15.49 9.97 

流出率[-] 1 1 1 1 1 1 

流入汚濁負荷量[kg/日] 0.14 3.46 0.72 3.47 15.49 9.97 

年間平均全りん濃度[mg/L] - 0.028 0.015 0.060 0.099 0.071 

年間平均流入水量[m3/s] 0.03 0.28 0.05 0.20 0.93 0.32 

流達汚濁負荷量[kg/日] 0.14 0.75 0.07 0.91 8.70 1.95 

流達率[-] 1 0.22 0.09 0.26 0.53 0.20 

 

 令和５年度 

直接流入 東川 青井沢川 乙空釜川 北須川 平田川 

排出汚濁負荷量[kg/日] 0.14 3.46 0.72 3.47 15.49 9.97 

流出率[-] 1 1 1 1 1 1 

流入汚濁負荷量[kg/日] 0.14 3.46 0.72 3.47 15.49 9.97 

年間平均全りん濃度[mg/L] - 0.025 0.014 0.027 0.066 0.053 

年間平均流入水量[m3/s] 0.03 0.21 0.05 0.17 0.49 0.25 

流達汚濁負荷量[kg/日] 0.14 0.58 0.07 0.47 3.03 1.13 

流達率[-] 1 0.17 0.09 0.13 0.20 0.11 

 

 令和６年度 

直接流入 東川 青井沢川 乙空釜川 北須川 平田川 

排出汚濁負荷量[kg/日] 0.14 3.46 0.72 3.47 15.49 9.97 

流出率[-] 1 1 1 1 1 1 

流入汚濁負荷量[kg/日] 0.14 3.46 0.72 3.47 15.49 9.97 

年間平均全りん濃度[mg/L] - 0.033 0.011 0.023 0.069 0.048 

年間平均流入水量[m3/s] 0.03 0.25 0.05 0.22 0.60 0.32 

流達汚濁負荷量[kg/日] 0.14 0.71 0.06 0.46 3.94 1.41 

流達率[-] 1 0.21 0.08 0.13 0.25 0.14 

※ 各項目の算出は以下のとおり。 

排出汚濁負荷量[kg/日] ：各汚濁発生源から排出される汚濁の１日当たりの総排出量 

流出率[-] ：各汚濁発生源からの汚濁が各河川へ流出するまでに、汚濁が削減された   

 量の比率（= 1 – 除去率）。ここでは、各汚濁発生源からの汚濁はそのま 

ま河川へ流出する（除去率 = 0 ）とし、１とした。 
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流入汚濁負荷量[kg/日] ：各汚濁発生源から各河川等に流入する汚濁の１日当たりの総流入量 

（= 排出汚濁負荷量 × 流達率）。この値は年間を通じて、一定とした。 

年間平均全りん濃度[mg/L]  ：各河川における年間平均全りん濃度（実測値） 

年間平均流入水量[m3/s] ：各河川における年間平均流量（実測値） 

ダム直接分については、年間降雨量等から推算した値 

流達汚濁負荷量[kg/日] ：各河川からダムに流入する汚濁の１日当たりの総量（= 流入汚濁負荷量  

× 流達率 = 年間平均全りん濃度 × 年間平均流入水量) であるが、こ

こでは月毎の流達汚濁負荷量を算出し、この値と流入汚濁負荷量から算

出した月毎の流達率の年平均値と流入汚濁負荷量から流達汚濁負荷量を

算出しているため、年間平均の全りん濃度及び流入水量から算出した値

と一致しない。） 

流達率[-] ：河川で汚濁が除去され、湖沼まで届く汚濁の比率（= 流達汚濁負荷量/流 

入汚濁負荷量）。ここでは、月毎の流達汚濁負荷量と流入汚濁負荷量から

算出した月毎の流達率の年平均値である。 

なお、直接流入分については、流達率を“１”とし、流入汚濁負荷量がそ

のままダム貯水池に流入するものとした。 

 

次に、千五沢ダム貯水池における年間総流入量、年間平均貯水量及び対流時間等を表

2-2 に示す。 

 

表 2-2 千五沢ダム貯水池における年間総流入量、年間平均貯水量及び滞留時間等 

測 定 年 
年間総流入量

[m3/年] 

年間総取水量

[m3/年] 

年間水道総取水量

[m3/年] 

年間総放水量

[m3/年] 

年間平均貯水量

[m3] 

滞留時間 

[年] [日] 

令和２年 43,116,000 27,672,000 4,325,000 38,880,000 14,764,000 0.34 125 

令和３年 54,696,000 24,580,000 4,385,000 49,426,000 21,101,000 0.39 141 

令和４年 47,773,000 23,320,000 4,388,000 44,091,000 17,801,000 0.37 136 

令和５年 46,675,000 29,354,000 4,376,000 35,537,000 19,961,000 0.43 157 

令和６年 71,526,000 30,514,000 4,495,000 77,229,000 9,960,000 0.14 51 

平 均 52,757,000 27,088,000 4,394,000 50,033,000 16,717,000 0.33 122 

 ※ 年間総取水量 = 年間総維持用水取水量 + 年間水道総取水量 

   年間総放水量 = 年間総取水量 + 年間総ダム放水量 

   年間総流入量 – 年間総放水量 = 年間総貯水量 - 年間総補給量（流量・洪水調節分） 

 

     表 2-1 及び表 2-2 より、式(1)に各数値を代入し（令和２年度～令和６年度におけ

る年間平均全りん濃度はそれぞれ、0.043、0.050、0.043、0.039 及び 0.030mg/L）、

その平均値をもって apを算出した。 

 

ap（R2） = 0.043 / [(0.14 + 1.06 + 0.11 + 0.67 + 4.92 + 1.78) / 86.4  

    /(0.02 + 0.29 + 0.09 + 0.28 + 0.85 + 0.44)/(1+√0.34)]0.82 ≒ 0.72 

ap（R3） = 0.050 /  [(0.14 + 0.46 + 0.05 + 0.40 + 4.78 + 1.65) / 86.4  

    /(0.03 + 0.19 + 0.05 + 0.21 + 0.62 + 0.40)/(1+√0.39)]0.82 ≒ 0.77 

ap（R4） = 0.043 / [(0.14 + 0.75 + 0.07 + 0.91 + 8.70 + 1.95) / 86.4  

    /(0.03 + 0.28 + 0.05 + 0.20 + 0.93 + 0.32)/(1+√0.37)]0.82 ≒ 0.50 

ap（R5） = 0.039 / [(0.14 + 0.58 + 0.07 + 0.47 + 3.03 + 1.13) / 86.4  

    /(0.03 + 0.21 + 0.05 + 0.17 + 0.49 + 0.25)/(1+√0.43)]0.82 ≒ 0.69 
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ap（R6） = 0.030 / [(0.14 + 0.71 + 0.06 + 0.46 + 3.94 + 1.41) / 86.4  

    /(0.03 + 0.25 + 0.05 + 0.22 + 0.60 + 0.32)/(1+√0.14)]0.82 ≒ 0.43 

 

ap = (ap（R2） + ap（R3） + ap（R4） + ap（R5） + ap（R6）) / 5  ≒ 0.62 

  ※ 86.4 = 24[hr/日] × 60[min/hr] × 60[sec/min] × 1,000[L/m3] / 1,000,000[mg/kg] 

 

(2) 将来水質の予測 

流入河川における将来の流達汚濁負荷量は、以下により求めることができる。 

将来の流達汚濁負荷量[kg/日] = 将来の流入汚濁負荷量[kg/日] × 将来の流達率[-] 

                  = 将来の排出汚濁負荷量[kg/日] × 流出率[-] × 将来の流達率[-] 

      

ここで、将来の流達率を令和２年度～令和６年度の流達率の平均値とし、また、流出

率は変わらず１とすると、将来の流達汚濁負荷量は以下のとおりとなる。 

将来の流達汚濁負荷量[kg/日] = 将来の排出汚濁負荷量[kg/日] × 流達率（平均値）[-] 

 

また、流入河川における将来の年間平均全りん濃度は以下の式で求めることができ

る。 

将来の年間平均全りん濃度[mg/L] = 将来の流達汚濁負荷量[kg/日] / 将来の年間平均流入水量[m3/s]  

                              ×｛1,000,000[mg/kg] /(24[hr/日] × 3,600[sec/hr] × 1,000[L/m3])｝ 

 

ここで、将来の年間平均流入水量を令和２年度～令和６年度の年間平均流入水  

量（千五沢ダム貯水池直接流入分については令和２年度～令和６年度の平均降水量等

から算出 ≒ 0.03m3/s）の平均値とすると、 

将来の年間平均全りん濃度[mg/L] = 将来の排出汚濁負荷量[kg/日] × 流達率（平均値）[-]  

/ 年間平均流入水量（平均値）[m3/s] 

×｛1,000,000[mg/kg] /(24[hr/日] × 3,600[sec/hr] × 1,000[L/m3])｝ 

 

となり、各流入河川における将来排出汚濁負荷量がわかれば、将来の河川における年

間平均全りん濃度を求めることができる。 

ここで得られた、将来の河川における年間平均全りん濃度を式(1)に代入し、将来に

おける千五沢ダム貯水池の滞留時間を令和２年度～令和６年度の平均値（≒ 0.33）と

すると、将来における湖沼の年間平均全りん濃度が算出できる。これに基づき算出した

結果は以下のとおり。 

 

(P)(R12) =(0.14×1 +3.40×0.21 +0.69×0.10 +3.46×0.17 +15.32×0.32 +9.89×0.16) 

/(0.03+0.24+0.06+0.22+0.70+0.36)×［1,000,000/(24×3,600×1,000)］ 

≒ 0.058 

(P)(R17) =(0.14×1 +3.40×0.21 +0.69×0.10 +3.47×0.17 +15.21×0.32 +9.77×0.16) 

/(0.03+0.24+0.06+0.22+0.70+0.36)×［1,000,000/(24×3,600×1,000)］ 

≒ 0.057 

 

P(R12) = 0.62 × ［ 0.058 / (1+√0.33)］0.82 ≒ 0.041 

    P(R17) = 0.62 × ［ 0.057 / (1+√0.33)］0.82 ≒ 0.041 

 

 



- 24 - 

 

 

表 2-3 各河川の年平均流入水量及び全りんの年平均流達率(令和２年度～令和６年度) 

河川等 直接流入 東川 青井沢川 乙空釜川 北須川 平田川 

平均流入水量[m3/s] 0.03 0.24 0.06 0.22 0.70 0.36 

平均流達率[-] 1 0.21 0.10 0.17 0.32 0.16 

 

２ 全窒素について 

全窒素についても、全りんと同様に“Vollenwenweider モデル”を用いた。 

 

Vollenweider モデル式（OECD 修正式）      

 

 ・・・ 式(2) 

         

N ：湖沼水年間平均全窒素濃度[mg/l] 

(N)j ：流入河川(j)水の年間平均全窒素濃度[mg/l] 

τw ：湖沼水滞留時間[年] 

an ：定数[－] 

bn ：定数[－]（ここでは、0.78 とした。(策定マニュアルによる)） 

    定数 anについては、令和２年度～令和６年度の水質測定結果より算出した。 

 

(1) 定数 anの算出 

定数 an の算出にあたり、令和２年度～令和６年度の排出汚濁負荷量と水質調査結果

を表2-4 に示す。 

表 2-4 令和２年度～令和６年度の排出汚濁負荷量と水質調査結果（全窒素）  

 令和２年度 

直接流入 東川 青井沢川 乙空釜川 北須川 平田川 

排出汚濁負荷量[kg/日] 2.06 64.65 11.91 57.07 254.49 154.06 

流出率[-] 1 1 1 1 1 1 

流入汚濁負荷量[kg/日] 2.06 64.65 11.91 57.07 254.49 154.06 

年間平均全窒素濃度[mg/L] - 0.84 0.48 0.68 1.10 0.79 

年間平均流入水量[m3/s] 0.02 0.29 0.09 0.28 0.85 0.44 

流達汚濁負荷量[kg/日] 2.06 20.93 4.16 16.90 80.95 30.26 

流達率[-] 1 0.32 0.35 0.30 0.32 0.20 

 

 令和３年度 

直接流入 東川 青井沢川 乙空釜川 北須川 平田川 

排出汚濁負荷量[kg/日] 2.06 64.65 11.91 57.07 254.49 154.06 

流出率[-] 1 1 1 1 1 1 

流入汚濁負荷量[kg/日] 2.06 64.65 11.91 57.07 254.49 154.06 

年間平均全窒素濃度[mg/L] - 0.85 0.46 0.69 1.27 0.77 

年間平均流入水量[m3/s] 0.03 0.19 0.05 0.21 0.62 0.40 

流達汚濁負荷量[kg/日] 2.06 14.22 1.93 12.74 67.57 26.33 

流達率[-] 1 0.22 0.16 0.22 0.27 0.17 

 

N = an 
 1 + τw

(N)j

 bn
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 令和４年度 

直接流入 東川 青井沢川 乙空釜川 北須川 平田川 

排出汚濁負荷量[kg/日] 2.06 64.65 11.91 57.07 254.49 154.06 

流出率[-] 1 1 1 1 1 1 

流入汚濁負荷量[kg/日] 2.06 64.65 11.91 57.07 254.49 154.06 

年間平均全窒素濃度[mg/L] - 0.87 0.49 0.78 1.22 0.81 

年間平均流入水量[m3/s] 0.03 0.28 0.05 0.20 0.93 0.32 

流達汚濁負荷量[kg/日] 2.06 22.16 2.02 13.83 98.83 22.71 

流達率[-] 1 0.34 0.17 0.24 0.39 0.15 

 

 令和５年度 

直接流入 東川 青井沢川 乙空釜川 北須川 平田川 

排出汚濁負荷量[kg/日] 2.06 64.65 11.91 57.07 254.49 154.06 

流出率[-] 1 1 1 1 1 1 

流入汚濁負荷量[kg/日] 2.06 64.65 11.91 57.07 254.49 154.06 

年間平均全窒素濃度[mg/L] - 0.87 0.53 0.78 1.09 0.73 

年間平均流入水量[m3/s] 0.03 0.21 0.05 0.17 0.49 0.25 

流達汚濁負荷量[kg/日] 2.06 16.31 2.26 12.03 49.18 15.98 

流達率[-] 1 0.25 0.19 0.21 0.19 0.10 

 

 令和６年度 

直接流入 東川 青井沢川 乙空釜川 北須川 平田川 

排出汚濁負荷量[kg/日] 2.06 64.65 11.91 57.07 254.49 154.06 

流出率[-] 1 1 1 1 1 1 

流入汚濁負荷量[kg/日] 2.06 64.65 11.91 57.07 254.49 154.06 

年間平均全窒素濃度[mg/L] - 0.93 0.54 0.82 1.31 0.78 

年間平均流入水量[m3/s] 0.03 0.25 0.06 0.22 0.60 0.32 

流達汚濁負荷量[kg/日] 2.06 20.64 2.71 15.08 70.16 21.29 

流達率[-] 1 0.32 0.23 0.26 0.28 0.14 

※ 各項目の設定については表 3-1の全りんの場合と同様。 

 

全りんと同様に計算し、式(2)に各数値を代入し（令和２年度～令和６年度の年間平

均全窒素濃度はそれぞれ、0.79、0.78、0.69、0.72 及び 0.68mg/L）、その平均値を持っ

て定数 anを算出した。 

an（R2） = 0.79 / [(2.06 + 20.93 + 4.16 + 16.90 + 80.95 + 30.26) / 86.4  

    ×(0.02 + 0.29 + 0.09 + 0.28 + 0.85 + 0.44)/(1+√0.34)]0.78 ≒ 1.22 

an（R3） = 0.78 / [(2.06 + 14.22 + 1.93 + 12.74 + 67.57 + 26.33) / 86.4  

    ×(0.03 + 0.19 + 0.05 + 0.21 + 0.62 + 0.40)/(1+√0.39)]0.78 ≒ 1.17 

an（R4） = 0.69 /[(2.06 + 22.16 + 2.02 + 13.83 + 98.83 + 22.71) / 86.4  

    ×(0.03 + 0.28 + 0.05 + 0.20 + 0.93 + 0.32)/(1+√0.37)]0.78 ≒ 0.97 

an（R5） = 0.72 /[(2.06 + 16.31 + 2.26 + 12.03 + 49.18 + 15.98) / 86.4  

    ×(0.03 + 0.21 + 0.05 + 0.17 + 0.49 + 0.25)/(1+√0.43)]0.78 ≒ 1.12 

an（R6） = 0.68 /[(2.06 + 20.64 + 2.71 + 15.08 + 70.16 + 21.29) / 86.4  

    ×(0.03 + 0.25 + 0.06 + 0.22 + 0.60 + 0.32)/(1+√0.14)]0.78 ≒ 0.84 



- 26 - 

 

 

an = (an（R2） + an（R3） + an（R4） + an（R5） + an（R6）) / 5  ≒ 1.07 

 

(2) 将来水質の予測 

全りんと同様に計算し、将来の年間平均全窒素濃度を式(2)に代入し、将来の千五沢

ダム貯水池における滞留時間を令和２年度～令和６年度の平均値とすると、将来にお

ける湖沼の年間平均全窒素濃度が算出できる。 

 

(N)(R12) =(1.98×1+63.17×0.29+11.07×0.22+56.41×0.25+251.91×0.29+152.56×0.15) 

/(0.03+0.24+0.06+0.22+0.70+0.35)×［1,000,000/(24×3,600×1,000)］ 

≒ 0.96 

(N)(R17) =(1.98×1+62.46×0.29+11.05×0.22+56.24×0.25+250.19×0.29+150.90×0.15) 

/(0.03+0.24+0.06+0.22+0.70+0.35)×［1,000,000/(24×3,600×1,000)］ 

≒ 0.95 

 

N(R 7) = 1.08 × ［ 0.96 / (1+√0.33)］0.78 ≒ 0.73 

    N(R12) = 1.08 × ［ 0.95 / (1+√0.33)］0.78 ≒ 0.72 

 

表 2-5 各河川の年平均流入水量及び全窒素の年平均流達率(令和２年度～令和６年度) 

河川等 直接流入 東川 青井沢川 乙空釜川 北須川 平田川 

平均流入水量[m3/s] 0.03 0.24 0.06 0.22 0.70 0.35 

平均流達率[-] 1 0.29 0.22 0.25 0.29 0.15 

 

 

３ COD について 

湖沼における COD は、一般的に全りんと高い相関関係があることが知られているが、

ここで、湖水のりん濃度から CODを予測する式として、以下の式が提案されている。 

  COD ＝ CODmin ＋ (142.5/1.78) × αｐ × P  ・・・ 式(3) 

COD ：湖沼における COD 濃度[mg/L] 

CODmin ：その年度の COD 濃度の最小値[mg/L] 

142.5 ：りん１g に相当するプランクトンを酸化するのに必要な酸素量

[－] 

1.78 ：TOD（全酸素要求量）／COD[－] 

αp ：りんの COD への変換率 

（地域特性及び実測値を基に設定、ここでは 0.45 とした。） 

P ：湖水のりん平均濃度[mg/L] 

 ［出典］ 「湖沼のリン循環諸過程の現況把握にもとづいた湖沼の COD水質予測法」 
（水環境学会誌 vol.16,No.10,1993 等） 

 

(1) 水質予測式の検討 

令和２年度～令和６年度における千五沢ダム貯水池の COD 実測値（全層年平均値）

と全りん（表層年平均値）を式(3)に代入し計算した結果を表 2-6に示す。 
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表 2-6 千五沢ダム貯水池における COD 実測値と予測計算値 

測定年度 

COD 実測値 

平均値

［mg/L］ 

COD 実測値 

最小値

［mg/L］ 

全りん実測値 

平均値

［mg/L］ 

COD 予測値

［mg/L］ 

COD 予測値/ 

COD 実測値

［-］ 

令和 2 年度 5.4 3.1 0.043 4.6  0.86  

令和 3 年度 5.7 2.7 0.050 4.5  0.79  

令和 4 年度 6.3 4.1 0.043 5.6  0.90  

令和 5 年度 6.9 3.6 0.039 5.0  0.73  

令和 6 年度 5.4 4.0 0.030 5.1  0.94  

平均値 5.9 3.5 0.041 5.0  0.84  

     ※ 調査地点は千五沢ダム貯水池サイトである。 

 

この結果より、予測値と実測値の比が 0.73～0.94 の範囲である。実測値と予測値を

比較すると、若干予測値の値が低いものの、概ね一致したと考え、当該モデル式を用い

て水質予測を行った。 

 

(2) 将来水質の予測 

CODminとして、令和２年度～令和６年度の千五沢ダム貯水池における各年度の最小値の

５年間平均値（3.5mg/L）を用い、将来の湖沼水の全りん年平均濃度として式(1)で求め

た値を使用し、式(3)に代入すれば、将来における COD 濃度（年平均値）を算出できる。 

なお、COD については、75%水質値で環境基準を評価することから、この値を求める必

要があるが、現状の平均水質値と 75%水質値が比較的相関関係が高いことから（図 3-1 参

照 相関係数 R2 = 0.6387）、将来の COD の 75%水質値は、平成 13 年度～令和６年度の

COD75%水質値と COD 年平均値とから回帰計算を行い算出した（y = ax + b、a = 1.1169、

b = -0.0343 ）。 

      

 

図 3-1 千五沢ダム貯水池（ダムサイト）における COD年平均値と 75%水質値の関係 

（平成 13年度～令和６年度） 
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また、計算に必要なりんの流入負荷量については、河川経由のものは、流達率を考慮

した負荷量とし、千五沢ダム貯水池に直接流入するものは排出量の全量を流入負荷量

として設定した。これに基づき、算出した結果は、以下のとおりである。 

 

     COD 平均値(R12) = 3.5 + (142.5/1.78) × 0.45 × 0.041 ≒ 4.99 

         COD 平均値(R17) = 3.5 + (142.5/1.78) × 0.45 × 0.041 ≒ 4.99 

 

         COD75%水質値(R12) = 1.1169 × 4.99 – 0.0343 ≒ 5.5 

         COD75%水質値(R17) = 1.1169 × 4.99 – 0.0343 ≒ 5.5 

 

 ４ 千五沢ダム貯水池の将来水質予測結果について 

   令和 12年度及び令和 17年度において負荷量の推定を行い、水質予測を行った結果は

表 2-7 のとおり 

 

表 2-7 将来（令和 12、17年度）の水質予測      [単位：mg/L] 

水域名 環境基準点 項目 
現況水質の実測 

(過去５年平均) 

将来水質の予測値 

(令和 12 年度) 

将来水質の予測値 

(令和 17 年度) 

千五沢ダム 

貯水池 

千五沢 

ダムサイト 

COD75%値 6.3 5.5 5.5 

全窒素 0.73 0.73 0.72 

全りん 0.041 0.041 0.041 

                                                           


